
平成 25 年度 

社会福祉法人千葉市社会福祉協議会  

市民後見人フォローアップ研修開催要項 

 

 

 

１ 目  的  市民後見人として、どのように被後見人等に関わっていく  

のかを再確認する。  

 

２ 日  時  平成２５年１２月７日（土）  

  １０：００～１２：００  

 

３ 場  所  千葉市社会福祉研修センター  

千葉市中央区千葉寺町 1208-2 ﾊｰﾓﾆｰﾌﾟﾗｻﾞＢ棟２階  

 

４ 対  象  市民後見人（法人後見支援員）登録者  

 

５ 内  容  地域福祉において市民後見人に求められるもの  

 

６ 講  師  ・松藤 和生 （ＫＴ福祉研究所） 

・千葉市社会福祉協議会職員 

 

７ 問合せ先  千葉市成年後見支援センター（担当：石毛、岸波）  

ＴＥＬ ２０９－６０００  

ＦＡＸ ２０９－６０２１  



＜別紙＞　市民後見人養成研修実施状況明細書

市民後見人養成研修－基礎編－ ※Ｈ26.1.25～開催予定

１　目的

２　参加者
　千葉市に居住する30歳以上65歳以下の方（市政だよりに掲載して募集）

＜年齢＞

３　場所
　千葉市社会福祉研修センター　（中央区千葉寺町1208-2 千葉市ハーモニープラザB棟2階）
４　カリキュラム

時間

1日目 0.5

2.0

2.0

2日目 2.0

3.0

3日目 2.0

3.0

4日目 2.0

2.0

2.0

5日目 1.5

1.5

1.5

6日目 2.0

2.0

2.0

7日目 2.0

2.0

35.0

指定障害福祉サービス事業所
ステップちば

福祉制度②
－生活保護－

○精神障害者の特性
○精神障害者との接し方

○生活保護制度について
○各福祉制度と生活保護制度との関わり

○任意後見制度の概要と活用法
○任意後見契約の締結、開始、職務

社会保険労務士
永井　由美

弁護士　佐久間　貴幸

成年後見支援センター

千葉ファミリー相談室

千葉ファミリー相談室

千葉ファミリー相談室

千葉ファミリー相談室

知的障害者更生施設
中野学園

千葉市　保護課

千葉市高齢福祉課
介護保険課

0名 

○年金の種類、受給要件
○年金受給に伴う手続き

○介護保険制度について
○千葉市の高齢者福祉への取組み

千葉中央公証役場
公証人　　佃　浩一

○後見・保佐・補助の違い
○対象者、申立権者、代理権、同意権
○財産管理事務、身上監護事務

法政大学法科大学院教授　弁護士
NPO法人　PACガーディアンズ
理事長  佐藤　彰一

成年後見制度の基礎（３）
～任意後見制度～

特別養護老人ホーム
和陽園

○消費者被害の状況、特徴
○消費生活センターの機能

○成年後見制度の概要、趣旨
○成年後見人の役割

40～49歳 合計60歳～65歳

　判断能力が十分でない方が安心、安全でより豊かな生活が送れるよう、社会貢献に意欲を持つ市民に対し
て後見業務に必要な知識・スキルに関する研修を行い、市民後見人を養成するもの。

成年後見支援センター

講師

申込者
参加者

研修修了者

日程

○日程説明等

0名 

50～59歳

0名 

指導項目

2月8日（土）

30～39歳

成年後見制度の基礎（１）
～成年後援制度の概要～

開講式

科目

1月25日（土）

福祉制度①
～高齢者福祉～

2月1日（土）

成年後見制度の基礎（２）
～法定後見制度～

リーガルサポート千葉県支部
支部長　長谷川　秀夫

千葉市障害者自立支援課
福祉制度③
－障害者福祉－

○成年後見人等の業務上必要な倫理

千葉市消費生活センター

2月15日（土） 後見人の倫理

年金制度

○障害者制度について
○千葉市の障害者福祉の取組み

2月22日（土）

消費者被害の対策

後見事務の実際（３）

○身上監護
○事実行為、医療同意等
○介護支援専門員等関係者との連携
○地域との連携

後見事務の実際（２）
○財産調査や財産目録の作成
○関係機関への通知
○家庭裁判所への報告書の作成

対象者理解
～認知症高齢者～

○認知症高齢者の特性
○認知症高齢者との接し方

対象者理解
～精神障害者～

3月8日（土） 後見事務の実際（１）

○申立の実際と手続き、審判
○審判前の保全処分
○代理権の内容確認
○後見計画の作成
○市長申立て

対象者理解
～知的障害者～

○知的障害者の特性
○知的障害者との接し方

3月15日（土） 後見事務の実際（４）
○報酬付与の申立、業務報告
○後見事務の終了
○財産の引き継ぎ等

効果測定
センター紹介
まとめ

○受講内容の理解度の確認
○センターへの登録について
○今後の研修体制等について



＜別紙＞　市民後見人養成研修実施状況明細書

１　目的

２　参加者
　市民後見人養成講座　基礎編受講修了した方

＜年齢＞

３　場所
　　千葉市社会福祉研修センター　（中央区千葉寺町1208-2 千葉市ハーモニープラザB棟2階）
　　
４　カリキュラム

時間

0.5

5.0

2日目 4.0

3日目 5.0

14.5

市民後見人養成研修－実務研修－

１　目的

２　参加者
　市民後見人養成講座　応用編受講修了した方

＜年齢＞

３　場所
　本会法人被後見人の居宅または入所施設、金融機関等
４　カリキュラム

時間

4.0

4.0

7月１日（月）
～

7月５日（金）
福祉施設実習

施設実習
※実習後、レポート提出

・和陽園
・中野学園
・ステップちば

50～59歳 60歳～65歳 合計

対象者 1名 6名 

1名 

研修修了者 1名 

随時 実務研修 ○後見支援の実務 成年後見支援センター

30～39歳 40～49歳

10名 

2名 

2名 

3名 

3名 

18名 35名 

参加者

日程 科目 指導項目 講師

開講式 ○日程説明等 成年後見支援センター

NPO法人　スピリッツ

　市民後見人養成研修－応用編－を修了した方を対象に法人後見の実務を体験し後見人としての資質を高め
ます。

7月6日(土)
市民後見人に求められる倫理意
識

淑徳大学　教授　稲垣美加子

○傾聴の役割と意義
○ロールプレイ

○成年後見人等の義務範囲
○ケーススタディ

1日目 6月29日(土) 市民後見人に求められる傾聴技
術

35名 

日程 科目 指導項目 講師

研修修了者 1名 6名 10名 18名 

42名 
参加者 2名 6名 12名 18名 38名 
対象者 2名 9名 12名 19名 

　市民後見人養成研修（基礎編）を修了した方を対象に実践的な知識や技術を取得するとともに、後見人と
して必要な感覚を養うことを目的とします。

30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳～65歳 合計


